
１ １月２５日 ８ 定例理事会を し、１月

会 、２月３月例会 ロ ラ 、新

間例会 支 びに 立記 例会の

が承認されました。

２ 会長 クトより要 のあった、３年

後に えた６０ 年記 びに記 事業の

事業規 についての 員会を いたし

ます。 員長に 会員、 員に 会員、

会員、二 会員、対 会員です。 期

は２０１８年６月３０日です。

・ 、 より１月会 と２月例会

ロ ラ を受 しました。

・ より２月例会 ロ ラ 、 平

と から１月会 を受 しました。

・ より確定 用 が届いており

ます。 員会よりお しします。

・ のつ りが届いております。 いたし

ます。

・ 年 されますトロント 会の出 が

２月２３日となっております。６月２３日より２

日までの５日間です。 者は出

を しますので、 にて記入ください。

また、 年 のロータリー手 のお い上げ

です。１ み です。 者は

を しますので、 にて し みをし

て下さい。

　三 上 営業

　　　法人 長　 　 様

煙本日

　来賓卓話「北の防衛について」

　　　　留萌駐屯地司令・第26普通科連隊

　連隊長　西田　　健 様

煙次週予定

　創立記念夜間例会

Ｎｏ．２７７２

第２５回　２月２１ 日

会員総数 ………………３６名
出免会員 ………………４名
出免出席 ………………３名
基準会員出席 …………１７名
出席率 …………… ５４．２８％

　

欠席会員 ………………１７名
内メイクアップ ………９名
修正出席率 ……… ７７．７８％

 ・・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・



・三 上 長様本日はお し

い 、 としてご出 いただきありがとう

ご います。　 森（幹）会長

・ の０ になりました。　 高田会員

・本 です。 日２月３日節分の日に 払い

しました。　　 関野会員

　前　 　　５２０

　 　 　　１１０００

　累　計　　６０３，０７９円

＝来賓卓話＝

知っておくべき「最新労務管理」３連発

　　　～未払い残業、無期転換、パワハラ～

　　　　三 上 営業

　法人 長　羽田　秀史様

　本日は ロータリークラブの例会にお き

いただき にありがとうご います。 は三

上 と言いまして、 は に

しております。本日は上手な の 用法と

いう でお をする 定でしたが、 の方から

は、 に 入するしないを判 する基準とし

てリスクが皆様の にあるかどうか、という所

を にお をさせていただきます。 的な

のご については、後 ど さんの方

から お があるかもしれません。

　 日の ーマは、そのリスクを って くた

めに、 に経営リスクについてお をさせてい

ただきます。本日お するリスクは に労務リ

スクで、未払残業、無期転換権、パ ラにつ

いてお をさせていただきます。それでは 企

業ではどんな事 事件が起こっているのかと

しますと、 と言うイ ー からは、自

事 や の事 があります。 で１１

の方が くなった 事 があったのは記 に

新しいと思います。実は経営を取り くリスク

の で最近注目を めているのが、この労務ト

ラブルが増えております。残業代が未払だった

とか、正規社員と 正規社員の や、

パ ラ、 ク ラ の ラス ントの が

増えてまいりました。これから ていただくの

は 権の がありますので だけでお

せいたしますが、インター ト イトに残業

代 イトという所がご います。これは従

業員の皆様に対して、１日１時間だけでも残業

をしていると２年間 ると 、 金が

けばその の になるという イトで

す。もしかしたら従業員さんが な なこの様

な イトを ているかもしれないというリスク

を考えてみてはということです。スマート

ンなどには残業 コー ーなどというア

リもあります。スマート ンには

がついておりますので、自分の会社所 を

し、そこに 時から 時まで たのかを自

的にスマート ンが記 してくれて、そこか

ら残業代を してくれるア リです。

は ト社会ですからこんなア リも存 する

事を っておいていただければ、と思います。

未払残業代は はブラ ク企業と言われる会

社が、 ー ス残業をさせて残業代を払わない

ものをいっていますが、実は未払い残業代につ

いては、 の会社でも起こる で、労働者

が労働基準法 ３２ に定める 労働時間 労働

をしたにも わらず、会社から支払われていな

い賃金の です。法定労働時間 １日８時間、

週４０時間 を超えた労働、法定休日における労

働、 における労働については、それ れ

増賃金を支払う事が 務 けられています。残

業をさせるには、３６協定の締結、届出 増賃金

の支払いが必要です。未払残業代はどの会社に

も存 し、労働時間に対する った認 が

の一つと考えます。たとえば、 業 を た後

にタイ ー を するのか、就業のタイ

ー を した後で けをして に 替

えをする 、社 ルールがあってもタイ ー

の時間分しか賃金を支払わない場合は、たと

え会社に 意はなくても 法となります。

　労務トラブルになると必ず かれる注意 で

は、就業規則を していない、労働 件の

を らなかった があり、就業規則は１０人以
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上を雇用する企業は労働基準監督署に提出しな

ければならず、残業する時には従業員との間に

労使協定を結ばなければならず、３６協定といっ

て従業員の代表と協定を結ばなければならない。

これは従業員が１０人以上でなくても１人の場合

でも３６協定を結ばなければならない。最近この

３６協定を締結していないという事で労働基準監

督署から指導を受けたりと言う事が起きており

ます。この３６協定と言いうのは、労働時間とい

うものは労働法のなかで１日８時間以上、週４０

時間以上働かせてはならないと言う風になって

いるものを、労使協定を交わす事によって残業

をさせる事が出来る、といういわゆる免罰的効

果というものがあります。労使協定を結ばなけ

れば１日８時間、週４０時間しか働かせることが

出来ず、協定を結び監督署に届け出をすれば、

残業をさせる事が出来ます。皆様すでにご存じ

でしょうが、ご確認いただければと思います。

あと、振替休日・代休についてもしっかりと理

解しておいていただきたいと思います。代休と

いうのは、休日に仕事をさせてその後に休みを

取ってもらうというものですが、実はただこの

ままだと休日出勤手当というものを払わなけれ

ばなりません。ところが振替休日というのは、

休日に仕事をさせる前にあらかじめ、この日と

振り替えますよと決めておけば、これは休日出

勤手当を支払わなくても良くなります。ただ単

に出勤日と休日を入れ替えるだけですので、必

ずあらかじめ出勤日とそれに代わる休日を交換

をしておくという事が重要になります。ここは、

少し押えておいて下さい。

　最近のトラブル例を上げると、うちは管理職

以上は残業代を払っていないよ、という会社が

よくあります。これは管理職が管理監督者に当

たるのかという事で争いが起きて、残業代が本

当は払わなければならなかったのに払われてい

なかったというケースがあります。管理監督者

の要件は３つあります。まず一つは、残業代を

超えるような役職手当が支払われているかと言

うのが一つ。二つ目は、自ら労働時間について

早く出て来ても構わないし、遅く出て来ても構

わない、あるいは早く帰っても構わないという

自分で時間をコントロールが出来る人。三つめ

はこれは少し難しいのですが、経営と一体的立

場となってその権限を持っているかという事で

す。管理職としては、この三つが必要とされま

す。これが備わっていなければ残業代を支払わ

なければなりません。役職では判定されないと

いう事を御注意していただきたいと思います。

　残業については基本的には就業規則に必ず記

載しなければなりませんが、労働時間は時間外

命令をする事がありますよと言う事を記載した

上で、出来れば時間外労働は上司の指示により

行うものとする、事前に所属長の承認を受けな

ければならない、承認を受けない勤務について

は、賃金を支払わない事があるなど、そのくら

い明確にしていた方が良い場合があります。こ

の様に明確にする事によって未払残業代を無用

に増やさないという事を、リスクとしてお考え

いただければと思います。

　次は、平成３０年４月から始まる無期転換５年

ルールについてです。あまり聞きなれない言葉

ですが、最近よく道新などに載っている言葉で

す。どういう事かと言うと、労働契約には有期

契約と無期契約の２つがあり、無期契約と言う

のはいわゆる正社員、定年まで働く方、これが

無期労働契約です。それに対して有期労働契約

とは期間が１年とか６か月など、あと季節で働

く方などです。会社においては色々な呼び方が

ありますが、例えばパートタイマーや契約社員、

アルバイトなど色々な呼び方があります。ある

所では準社員と呼んでいる所もあります。つま

り色々な呼ばれ方をしますが、正社員ではない

方です。この有期契約の方が同じ同一使用者と
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の間で、有期契約が で５年を超えて

新された場合、労働者が正社員になりたいとの

意思を示した場合、無期労働契約に転換されて、

経営者の方からそれを ことは出来ない事に

なりました。これが無期転換５年ルールという

ものになります。この法 が出来たのが平成２５

年ですので、平成３０年４月１日から５年を超え

る方が対 になります。有期労働契約社員は

で１５００ 人以上おりますが、その ５年を超

えている方が に３ いらっし います。皆様

方の会社で有期社員が はずっとこの会社で働

きたいと手をあげると、そのまま雇い けなけ

ればなりません。 めからずっとは雇えません

と言っておけば良いとか、 は無期転換はしま

せん の同意 を め取っておけば良いと考え

ますが、これは て無効になります。労働者が

手を げた 間にその会社では定年まで雇い

けなければなりません。この対 を２月３月に

行っておかなければなりません。この対 で一

まずいのは、有期契約労働者には定年の定め

がありませんので、就業規則に定年の定めがな

いまま無期転換すると一 まで雇い けな

ければならないので、 を けなければなりま

せん。パートタイマーの就業規則では、 まで

は、定年などありませんでしたので、 職の

に必ず定年に した時などと入れておかないと

なりません。会社によっては人手 などもあ

りますので、 的な無期転換 の会社も

あるでしょうし、 会社さんの様に 事の受

注によって人手が わるので、定年まで一

はみれないという会社もあると思います。そ

の様な場合は５年 新を前に雇い めなど、

色々な方法がご いますので、その様な会社が

ご いましたらご 下さい。

　最後に、パ ラ・ ク ラと言われる ラ

ス ントの と 手社員の です。平成１３

年１０月に の労働基準監督署に 合労働

コー ー が されております。ここで

年約 件の労働 が来ています。 道

ではどうかと しますと、年間 件、１日

約 件の が せられています。それでは

どんな が いかと しますと、いじめ・い

やがらせ で、いわゆる ク ラ・パ ラと

呼ばれるものです。これが一 い です。

そこで会社はパ ラ・ ク ラに対する対

もとっておく必要があります。 道において、

も月に２ ３社の方から を受けることが

あります。実 に起きてしまったとか、パ

ラを受けた社員が にかかり会社に出て

これなくなってしまったとか、あるいはその

から をされた 、 道でもよく起

きています。ですから、会社の方にこの ク

ラ・パ ラについてしっかり理解してもらう

事と管理職以外にも い方にしっかりこの ク

ラ・パ ラについて理解してもらう、 方

から理解してもらう事が 事で、それではパ

ラとは かと言うと、職場 の を

に業務の 正な を超えて指導を行う事と

あります。それが 体的、 的 を えて

しまう事を言います。パ ラはこれを す

る法 がなく、 法上で 正行 、一 務

行 が われるくらいです。一方で ク

ラは 雇用 法で、す ての会社は

ク ラの を 務 けられており、パ

ラは 法が無いという です。つまり、

ク ラはやったら一 ア ト、しかしパ

ラはその によって判 される事になります。

ク ラは 者の により、パ ラは

判になった場合、 判 が 的に判 し決定

します。つまり、 ク ラは 則 法。パ

ラは業務指導の であれば 則 法となりま

す。

　 につ
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